
平成３１年１０月に消費税率が１０％へ引き上がるのと同時に、軽減税率制度

が導入されます。８％と１０％が混在する複数税率になることから、各々の収支が

明確でなければ納税額計算に影響が出てきます。業種によっては請求書・領収書な

どの様式変更が必要です。 

 ８％の軽減税率対象品目としては飲食料品（外食や酒類を除く）や新聞（週2回

以上の定期購読）となり、それ以外は１０％の標準税率の対象となります。 

どんな対応が必要になるのか、軽減税率制度導入に向けた講習会を是非ご受講

下さいますようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：１０月２４日（水）午後２時３０分～午後４時００分 

会場：河辺雄和商工会館 

講師：税理士 尾形昂氏（尾形昂税理士事務所） 

申込：河辺雄和商工会にご連絡ください。TEL：018-882-3523 

 

 

 

 

「消費税軽減税率対応講習会」開催のお知らせ 

テーマ「消費税複数税率（８％及び１０％）への対応について」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


